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１．構造改革特区（第８次提案募集）の対応

○昨年１０月１７日から１１月１６日まで受付けた第８次提案について、「実現するため
にはどうすればいいか。」という方向で、各省庁と協議を実施。

○検討対象となる２５５件の提案のうち、特区で措置するものは２、全国で措置するも
のは１３、所管省庁において今後検討を行うものは１４。なお、現行制度において既に
対応可能なものは８９。

○２月１５日に構造改革特別区域推進本部を開催し、政府の対応方針を決定。

構造改革特区制度により実現した規制改革事項数

５４７３４１２０６合計

１５１３２８次提案

５３２３２８２０４１～７次提案
（有識者会議意見を含む）

合計全国で措置特区で措置提案次数

１



提案の実現に向けて措置・検討がなされる規制改革事項の例（第８次提案募集）

特別管理産業廃棄物の運搬に係るパイプライン使用要件の緩和
【大分コンビナート立地企業連絡協議会】

現行においては、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パ
イプラインを用いることは原則認められないが、特区内に限り、一定の
要件を満たす場合には、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬
用パイプラインを用いることができるよう措置する。〔環境省〕

※小規模多機能型居宅介護事業所･･･ 「通い」を中心に、利用者の希望などに応じて、訪問や
宿泊を組み合わせてサービスを提供する介護保険法上
の事業所

高齢者向けの小規模多機能型居宅介護事業所での障害児（者）の受
入れを可能にするとともに、小規模多機能型居宅介護事業所を障害児
（者）が利用した場合に、障害者自立支援法に基づく給付費を支給でき
るようにする。〔厚生労働省〕

小規模多機能型居宅介護事業所における障害児（者）の受入れ 【富山県】

１．特区で措置

※特別管理産業廃棄物・・・ 爆発性・毒性・感染性などの性状を有し、人の健康や生活環境に被
害が生じるおそれがある廃棄物（基準を超える廃油、廃酸・廃アル
カリ等）

２



身体障害者補助犬を輸入できる空海港の拡大【長崎県】

身体障害者補助犬の入国については、１７空海港に限って認められ
ているが、動物検疫所職員（家畜防疫官）が国際旅客便の携行品検査
を実施している他の３８空海港においても入国が認められるよう、平成
１７年度中に措置する。〔農林水産省〕

地域特産品である米、麦、さつまいも又はそばを主原料としてしょう
ちゅう乙類（いわゆる「本格しょうちゅう」）を製造する場合について、一
定の要件を満たすときには免許を付与できるよう、平成１７年度中に措
置する（本年１月２３日に措置済み）。〔財務省〕

しょうちゅう乙類製造免許の要件緩和【（有）シーランドファーム、宿毛市、新上五島町】

２．全国で措置

すくも

３



第３種旅行業者による地域振興のための募集型企画旅行の可能化
【（社）２１世紀ニュービジネス協議会、（社）日本ニュービジネス協議会連合会】

第３種旅行業者による地域振興のために実施する着地型のオプ
ショナルツアーの企画・募集の実施について、関係者による検討会を
設置し、旅行者保護の条件や、その担保方法について検討し、平成
１８年度中に結論を得る。〔国土交通省〕

３．所管省庁において今後検討

※第３種旅行業者・・・ 手配旅行及び顧客の注文に応じて行う企画旅行のみを行うことができ
る旅行業者

外国由来のものを含む漂流・漂着ゴミについて、国として実効的な
対策を講じるために、関係省庁の局長級からなる対策会議を設置し、
発生源対策の検討を行うと同時に、当該ゴミによる被害が著しい地域
への対策を検討し、当面のとりまとめを平成１８年度末までに行う。
〔農林水産省、国土交通省、環境省〕

外国由来等の漂流・漂着ゴミ対策【対馬市、壱岐市、五島市、新上五島町、長崎県】

４



１６特例措置について評価した結果、

（１）全国展開
１１特例措置 （①教育課程の弾力化、②校地・校舎の自己所有を要しない学校設置、③ＮＰＯ等による福祉有償
運送のセダン型車両への拡大、など）

（２）平成１８年度下半期以降に再度評価（特区における効果・弊害の検証が十分でない）
５特例措置 （①株式会社による学校設置、②濁酒（いわゆる「どぶろく」）の製造免許緩和、など）

評価意見の概要

～規制の特例措置のあり方に関する評価意見（平成１７年度下半期）の概要～

特区において実施されている特例措置について、特段の問題が生じていないと判断されたもの

基本理念

全国展開

５

構造改革特別区域推進本部・評価委員会は、平成１７年度下半期に１６の特例措置について
全国展開に関する評価を行い、うち１１の特例措置について全国展開すべきとの評価意見を
まとめ、１月２７日に本部長に提出。
推進本部は２月１５日、評価委員会の意見を踏まえ、対応方針を決定。
その概要は以下のとおり。

これまで７８特例措置を評価し、そのうち６４件（約８割）を全国展開

２．特区の全国展開について



これまでの規制は

全国一律

特区誕生前

構造改革特区構造改革特区

地域を限定して規制改革地域を限定して規制改革

特区誕生

教育課程の弾力化特区教育課程の弾力化特区

校地・校舎の自己所有
を要しない学校特区

校地・校舎の自己所有
を要しない学校特区

セダン型車両による
福祉有償運送特区

セダン型車両による
福祉有償運送特区

1７年度下半期評価に基づく特区の全国展開の効果1７年度下半期評価に基づく特区の全国展開の効果

例例

例例

例例

学校や地域の
特色を生かした

教科の設定を実現！

学校や地域の
特色を生かした

教科の設定を実現！

小中学校間の
カリキュラム
連携が密に！

小中学校間の
カリキュラム
連携が密に！

学校の開設が
容易に！

学校の開設が
容易に！

構造改革特区評価委員会が特段の問題の有無を判断

構造改革特区
構造改革特区評価委員会
評価委員会がが特段の問題の
特段の問題の有無を判断
有無を判断

遊休資産を
有効活用！

遊休資産を
有効活用！

６

高齢者や障害者の
行動範囲拡大！

高齢者や障害者の
行動範囲拡大！

家族の送迎負担
軽減

（熊本県玉名市他）

家族の送迎負担
軽減

（熊本県玉名市他）

小学生の
英語能力
アップ

（群馬県太田市他）

初期費用負担の軽減
約１．３億円

（デジタルハリウッド
大阪校）

初期費用負担の軽減
約１．３億円

（デジタルハリウッド
大阪校）

小中一貫
教育が実現
（品川区他）


